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第２１回利根町自治基本条例検討委員会 議事録 

 

会議名 第２１回利根町自治基本条例検討委員会 

日時 令和３年６月２２日（火） 午後１時３０分から３時００分まで 

場所 利根町役場 ４階 ４－Ａ会議室 

出
席
者 

委員 

坂野委員長，手塚副委員長，加藤委員，市川委員，船川委員，飯塚委員，岩

戸委員，吉岡委員，加川委員，猪鹿月委員，新井委員，大越委員 ，菅沼委

員，寺島委員， 

事務局 
政策企画課 

川上課長、服部課長補佐，高野政策支援員，栗原主任，蓮沼主任 

欠席委員 鈴木（弘）委員，鈴木（亜）委員 

会議次第 

１ 開 会 

２ 条文検討項目について 

３ 次回の開催日について 

４ その他 

５ 閉会 

配付資料名 

第２１回利根町自治基本条例検討委員会 次第 
資料１ （仮称）利根町自治基本条例 条文検討項目 

参考  他市町村条文の例 

議事内容 次ページ以降の通り 
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１ 開会 

（事務局が資料確認） 

 
２ 条文検討項目について 
 前回，男女共同参画の条例文について，「政策」か「施策」かという話をしていた

が，この点については条例文全体に関わってくるので，今回は一旦保留とさせていた

だく。すべての条文ができたときに最終的に議論したいと思う。 

 
（一同了承） 

 
 本日は資料１に基づいて条文に盛り込む内容について検討していきたいと思う。

事務局にてスライドで例を提示しながら見ていく。まず，資料１をご覧いただきた

い。皆様と議論してきて現状として決定しているのは，前文，目的，条例の位置づけ，

定義というところまでである。次に，まちづくりの基本理念や男女共同参画，市民の

権利，市民の役割と責務と決まっている。このまちづくりの基本理念というのはやら

ないといけないということであった。次に，事業者の役割というのも皆様と議論した

いと思う。次に，こどものまちづくりの参加ということで，これは皆様が是非入れて

い欲しいということであったので，検討していかなくてはいけない。住民自治組織は

議論が終わっている。１２番，１３番は議会・行政ということだが，議会については

町議会にお願いした。行政についてもまた行政側にお願いしたいと思う。１４番の情

報共有から１７番の住民投票までは条文がもう決まっている。１８番の子育て及び

教育の促進から２１番の産業振興は盛り込みたいということで出てきていたので確

定事項としていいかもしれない。２２番の最上位の計画に基づく市政運営から２５

番の説明責任については一応仮称ということでできていたが，やるかやらないかは

また議論するということになっている。その次に，２６，２７番は確定している。２

８番と２９番は，まだそういった議論はされていないので白色になっている。３０番

の協働のまちづくりは皆様とある程度議論ができた。３１番，３２番はやるというこ

とで話が出ているが，１番から３２番までどのような順序，そしてどのような括りで

行うかということも議論をしなくてはいけない。まずは各項目の参考条文について

逐次見ていきたいと思う。できれば括り方，まとめられるところはまとめてスリム化

するという考え方もあるので，事務局から他自治体の条文を紹介いただきたい。まず

はまちづくりの基本理念からお願いする。 

 
（参考「他市町村条文の例」） 
（スライド１） 
本日のスライドは，条文を検討する際に比較している龍ケ崎市，東海村，余市町，

杉戸町から一部抜粋したものになっている。今出ているのは杉戸町のものである。杉

戸町のまちづくりの基本理念ということで，読み上げると，「町民及び町は，町民が

まちづくりの主役であることを認識し，それぞれの役割及び責務を果たし，共に協力

して自治の実現を図るものとする。」，２番「町民及び町は，自治の実現において，個

人の尊厳及び自由を尊重するとともに，法令及びこの条例等の規定を順守しなけれ

ばならない。」。 
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（スライド２） 
杉戸町は基本理念と合わせて，その次にまちづくりの基本原則という条文も定め

ている。こちらは，「町民及び町は，次に掲げる基本原則により，まちづくりを推進

するものとする。」となっており，「情報共有の原則」，「参加の原則」，「協働の原則」，

この３つ。こちらを「まちづくりの基本原則」ということで定めている。杉戸町はこ

の基本理念と基本原則というかたちで定められているということになる。 
（スライド３） 
もう一つ例として，龍ケ崎市であるが，こちらはタイトルとしては「まちづくりの

基本理念」ということになる。「市民，議会及び執行機関は，市民福祉の向上を図る

ため，それぞれの役割と責務を果たし，協働によるまちづくりを推進するものとす

る。」，「協働によるまちづくりは，次に掲げるものを基本として推進するものとす

る。」ということで，「市政に関する情報を相互に共有すること。」，「市民の参加を基

本に市政運営が行われること。」，「お互いに理解を深め，信頼関係を構築すること。」

となっている。基本理念の部分としては以上となる。 

 
基本理念というのは，杉戸町のように「基本理念」と「基本原則」に分ける場合も

あり，龍ケ崎市のように「基本理念」の中に「基本原則」も入れる場合もあるという

ことである。本日は項目を議論するかしないかということを検討していただくので，

だいたいこういうものだということがわかればよろしいかと思う。細かい部分は次

回以降で議論する。まちづくりの基本理念という項目を検討項目として入れてよろ

しいか。 

 
（一同了承） 

 
それでは，これは入れるということで確定する。次に，９番の事業者の役割につい

て説明をお願いする。 

 
（参考「他市町村条文の例」） 
（スライド４） 
こちらは余市町の条文であるが，「事業者は地域社会の一員としてその活動を通

じ，又は持てる資源を活かして，産業，教育，文化，環境等の分野で地域に貢献する

よう努めます。」，２番として「事業者は，社会的な役割を認識し，従業員等の行う地

域活動にも配慮して，住みよい地域社会の実現に寄与するよう努めます。」となって

いる。 

 
事業者の役割ということであるが，事業者というのは市民（町民）の中に入る。な

ので，あえて事業者というのを出すか出さないかという議論である。市民の中に事業

者は含まれているからいらないだろうという考え方もあり，事業者というのをあえ

て分けるということもある。商工会の代表として新井委員に伺う。 

 
事業者の役割は入れなくていいと思う。利根町の人口約１５，０００人の中で事業

者も年々減ってきている。それをあえて入れるより，委員長が言ったように市民と同
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じレベルで役割というところに入れた方がいいと思う。 

 
商工会の代表として新井委員の意見はそのようにおっしゃっている。反対に，事業

者・企業は，税金を払うにしても多いということであえてここに書くべきだという意

見ももちろんあるかと思う。そういったことも踏まえて皆様と検討する。 

 
私は入れた方がいいと思う。もともと利根町で事業をやられている方はきちんと

やってらっしゃると思うが，最近はそうでもない方もいたりして，そういう方にきち

んと伝えるメッセージとしてあった方がいいと思う。 

 
入れた方がいいのか入れなくていいのか，判断材料がまだ見つけられない。ただ，

条文の例を読むと，事業者の役割＝町民の役割と重なると思う。なぜあえて強調しな

ければならないのかという部分が見えないので，入れなくていいと今は思う。 

 
折衷案になってしまうが，事業者と足すとどうも違和感があると感じる。事業者の

中で，市民と微妙にニュアンスが違ってくるのが，地域への貢献というところであ

る。事業者がするものと，市民がするもので若干違ってくると思う。そこで，市民の

括りに事業者を入れてしまうというのが私の意見である。 

 
事業者の役割は，市民の役割と似ている部分があるので，あえて別に書く必要はな

いと思う。あとは，先ほど委員がおっしゃったようにどちらを出すかという線引きが

わからないので，今は書かなくていいと思う。もしこの話をしているうちに，区分け

がはっきりできてきたり，事業者としての役割に市民とは別のものがやはりあると

いうことであれば，その時に分けて書けばいいと思う。 

 
（「事業者の役割」を入れる：５名，入れない：７名） 

 
今回は「事業者の役割」を項目には入れず，市民の役割に含めるということにする。

また状況が変われば検討するということでよろしいか。 

 
（一同了承） 

 
次に２２番～２５番までを続けてお願いする。 

 
（参考「他市町村条文の例」） 
（スライド９） 
こちらは龍ケ崎市の条文である。最上位計画に基づく市政運営ということで，「市

長は，議会の議決を経て，市のまちづくりの基本方向を示す最上位の計画を財政見通

しを踏まえたうえで定めるものとし，最上位の計画に基づくまちづくりを推進する

ものとする。」，２番で「市長は，最上位の計画について，進捗状況の管理を行うとと

もに，当該進捗状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。」となっている。 
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（スライド１０） 
次が財政運営である。こちらも龍ケ崎市のものだが，「市長は柔軟で持続可能な財

政構造を構築するため，財政運営の基本方針を定め，健全な財政運営を推進しなけれ

ばならない。」，「市長は，最上位の計画を踏まえて予算を編成し，執行しなければな

らない。」，「市長は，財政状況について，市民と情報を共有し，わかりやすく公表す

ることにより，その説明責任の向上に努めなければならない。」 
（スライド１１） 
行政評価は東海村の条文であるが，「村の執行機関は，効率的かつ効果的に村政運

営を推進するため，常に村政運営の目標と成果を明らかにするとともに，その達成度

を検証し，事業の効果的な選択及び質の向上並びに財源や人員の効率的活用を図り

ます。」。説明責任がその下の段である。こちらは龍ケ崎市で，「執行機関は，政策の

立案から実施及び評価に至るまでの過程を市民にわかりやすく説明するよう努めな

ければならない。」となっている。 

 
ご覧いただくとわかると思うが，私どもや行政の職員にとっては聞きなれた言葉

であるが，一般の方にはなかなか耳慣れない言葉を連発されていてわかりにくいの

ではないかと思う。これに関してはどうした方がいいか，加藤先生にお話しいただき

たいが，いかがであるか。 

 
委員長が言われたとおり，行政の計画・財政・行政評価は，多くの人はそんなに聞

いたことがない。これらは役場がやっている事業や政策はどれだけの結果を生んだ

かということを評価するというものである。例えば評価結果を次年度予算に反映さ

せるという，行政のマネジメントに使われるツールというわけである。住民の方にと

っては，行政内部の話になってくるのでどうしても判断がつきづらいのかなという

ところもあるので，私個人の考えでは，２２番から２５番までの条文というのは，あ

る程度事務局に任せるか，行政側でたたき台を作っていただいた上で，利根町の行政

が住民の方に開かれた行政をやっていくということを示してもらった上で検討した

方が，議論がしやすいと思う。 

 
副委員長はそのあたり何かあるか。 

 
２２番から２５番の内容をひとつずつ作っていくのは難しいと思われることと，

これらを一緒にして項目ごとに分けるのもありだと思ったので，一度事務局に作っ

ていただいたものを見て，わかりやすくするためにみんなで話し合っていく方が理

解も深まっていくのではないかと思う。 

 
私どもとしては考えていることが２つあり，今回の自治基本条例は，町長の意向も

あり，参加と協働で是非住民の人たちが主体ないしは主役として考えて欲しいとい

うことで任されている。そういう意味でなるべく文章も平易にしている。簡単にでき

るところはスリム化し，皆様が話しやすい，議論しやすい形が良いということは１つ

目である。２つ目としては，簡潔にするということである。普通は細かく規定する，

基本的には性悪説というか，悪いやつを前提に考えるということが法的な考え方で
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あるが，ある程度まとめられるところはまとめた方がいいと思っている。加藤委員と

副委員長がおっしゃった話で，異論・反論がなければ私がまとめた見解でいきたいと

思うが，よろしいか。 

 
（一同了承） 

 
まずは事務局に条文を作っていただき，あとは私たちの方でスリム化するなり，考

えていきたいと思う。次に２８番，２９番をお願いしたい。 

 
（参考「他市町村条文の例」） 
（スライド１４） 
２８の条例の検討及び見直しのところであるが，こちらは龍ケ崎市の条文で，「議

会及び執行機関は，社会経済情勢等の変化を勘案し，必要に応じ，この条例の内容に

ついて検討を加え，必要な見直しを行うものとする。」となっている。 
（スライド１５） 
次の２９番のところは，自治基本条例推進委員会の設置ということで，こちらは東

海村のものである。「村長は，この条例の実効性を確保するため，自治基本条例推進

委員会を設置します。」，「推進委員会に関し必要な事項は，別に定めます。」となって

おり， 
（スライド１６） 
参考までに別に定められた規則，こちらが東海村自治基本条例推進委員会規則とな

っている。下の「所掌事務」のところ，「委員会は，次に掲げる事項について協議し，

及び検討する。」ということで，「条例の実効性を確保するための連絡調整に関するこ

と。」，「条例の運用状況の検証に関すること。」，「条例の見直しに関すること。」，「そ

の他条例の推進に関し必要な事項に関すること。」となっている。 

 
２９番から申し上げると，自治基本条例ができても全然実効性がないというので

は困る。その実効性を高めるためにそういった推進委員会というのを作るというこ

とである。自治基本条例そのものをちゃんとやっているかどうかという，そういうこ

とを推進させる取り組みということである。条例をちゃんとやっている，必要であれ

ば見直すということで，機関を作るかどうかという議論はあるので，順番としては２

８と２９は逆でもいいと思う。その順番に関しても最終的に皆様と議論したい。条例

の検討及び見直し，そして自治基本条例推進委員会の設置ということで，１つにして

もいいし，あるいは別々ということもある。やるかやらないかということに関して

は，まず飯塚課長に伺いたいと思う。 

 
条例の検討及び見直しについては，当然の話で入れても入れなくてもやるしかな

いことである。これをある程度強制力をもってやらせるかどうかということだと思

う。実態を見ると，条例というのは結構作りっぱなしで，時点修正というのは例えば

名称が変わったというのはやるが，内容の修正というのは実際に見直しをやってい

ないのが実情だと思う。そこをある程度強制的に，半強制的にやった方がいいという

ことであれば，当然入れるべきである。この自治基本条例を根拠にして，見直しをし
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ていくという方向に持って行くことも考えられる。推進委員会については，新たなメ

ンバーを設けるのではなく，役所内部だけではなく，このメンバーで推進委員会を作

るのであれば，ある程度条例の趣旨や条文の一つ一つの趣旨をわかっているので，ど

うしてもメンバーが変わっていくことはあると思うが，そういう推進委員会であれ

ばあってもいいと思う。しかし，なかなかその推進委員会に挙げてくる実情を把握し

ていくのは難しいので，どの程度の責任を負わせる推進委員会にするかによって入

れるか入れないかという判断をしていくしかない。中途半端であれば入れない方が

いいと思うし，自治基本条例を作ったから押していくんだという考えであれば作っ

た方がいいと思う。 

 
加藤委員はどうか。 

 
私もほぼ一緒の意見である。条例の見直し・検討は入れるべきである。こういった

自治基本条例のような理念条例は，これをもとにまちづくりをいかに見直していく

かというところまで見ていくなど，そこの検証も含めてこういった第三者委員会の

ようなものがあった方がいいと思うので，条例の見直し・検討は当然入れるべきであ

る。推進委員会は，飯塚委員のおっしゃったとおり，例えば位置付けとしてそこに重

きを置くのならば設けるのもあるかもしれないが，ただ検討・見直しという条文があ

る以上は委員会を設置するのは当然になってくるので，あえて入れる必要はないと

個人的には思う。 

 
条例の検討及び見直しについてはお二方とも入れた方がいいだろうということで

あった。推進委員会については中途半端であればやめた方がいいということであっ

た。２９番については意気込みというか，これを推進するかどうかという意気込みの

問題なので，２８番に関しては異論のある方はいらっしゃるか。 

 
（特になし） 

 
問題は２９番である。くだけた言い方をすると，怠慢しているかどうか，そういう

チェック機能になるかもしれないし，もっとやれという後押しになるかもしれない。

ただ実効性として，条例ができて，それについての委員会ができて，そしてその委員

会がどこまでできるかという，力関係もあるので，非常に難しいが皆様の意見を伺

う。 

 
条例の見直しに関する条例というのは町に存在しているのか。自治基本条例に限

らず，条例を見直す条例というものが存在しないのであれば，自治基本条例の中に項

目として盛り込むべきだと思う。もし存在しているのであれば，重複することになる

ので入れなくてもよいと思う。 

 
利根町に見直す条例は存在していないようなので，今の委員の意見はあった方が

いいということになる。推進に関してはどうか。 
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委員 

 
 
委員長 

 
 
 
 
 
委員 

 
 
委員長 

 
 
委員 

 
委員 

 
 
 
 
 
委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員 

 
 
委員 

 
 
 

条例の検討・見直しと，推進委員会の設置というのは１つの話に入っているようだ

が，検討・見直しは推進委員会がやるわけではないのか。 

 
これは作り方の問題である。例えば，龍ケ崎市の場合は推進委員会のような機関が

ないので，「議会及び執行機関」，すなわち議会ないしは市長ということになってい

る。ただ，このような推進委員会を設けるのであれば，推進委員会だけではなく，推

進検討委員会というのを作っている自治体もある。その場合，２８番と２９番は一緒

になる。 

 
今の話でいくと，議会及び執行機関が検討・見直しをやるということであれば推進

委員会は必要ないのかなと思う。 

 
検討・見直しを入れた推進委員会を作るという案だったら両方あってもいいとい

うことであるか。 

 
そのとおりである。 

 
見直しについては，社会情勢によってもかなり変わってくると思うので，必要だと

思う。推進委員会の設立というのは難しいと思う。飯塚課長がおっしゃったようにこ

の策定したメンバーが集まって，項目をリストアップしてもらってそれを基に検討

するならいいが，ただ漠然と推進委員会を作ってもなかなか活動できないんじゃな

いかと思う。私は２８番だけでいいと思う。 

 
条例の検討及び見直しについては当然入れるべきだと思う。２９番の自治基本条

例の推進委員会の設置についても，先ほどの委員から，条例の検討・見直しをする機

関としても推進委員会をということが出てきたが，その役割を担う推進委員会につ

いても入れておくべきである。私は今まで何回かパブリックコメントをやってきて，

その中で男女共同参画推進条例についてもパブコメを出した。男女共同参画につい

ては，男女共同参画推進計画ができて，そのあとに推進条例ができたという経緯があ

った。以前，その計画の段階で推進協議会という協議会があり，それが条例ができた

あとに推進委員会に名称が変わって，以前推進協議会にいたメンバーがほとんど推

進委員会の方に移って活動を展開していると聞いている。これは性悪説に立つこと

になるが，入れないとやらないということになる可能性はあると思う。条文に書いて

いないからやらなくていいという解釈が成り立つこともあると思う。 

 
私は２８番の検討及び見直しの方は入れた方がいいと思う。２９番の自治基本条

例推進委員会の設置は必要ないと思う。 

 
（参考例では）２９番の中に条例の検討と見直しは委員の役割か責務に入ってい

たと思う。ならば内容が重なるので気になるところである。それと，実効性を確保す

るための連絡調整というのはピンと来ないということ。どこの機関がどの役割をし

て，現場でどのように展開して反映されるのかというのがイメージできない。あと，
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委員長 

 
 
 
委員 

 
 
 
委員長 

 
 
 
委員 

 
委員 

 
 
委員 

 
 
 
委員長 

 
 
 
委員 

 
委員 

 
委員 

 
 
 
 
副委員長 

運用状況の検証も何をもって検証するのかということが見えてこない。この条例の

見直しに関することというのは，普通は執行部が条例を改正をして，議決するわけだ

が，この条例に関しては，町民の皆様と手作りでやってきたものなので，こういった

かたちで見直しをするときに町民の皆様に関わっていただくことが望ましいのでは

ないか。なので，この２つの項目に関しては，より利根町に合うような形にできれば，

事務局の方でいくつか検討していただいた中で議論できればいいと思う。 

 
東海村の例で，自治基本推進委員会というのは名前は推進委員会であるが，その中

には見直し・検討というのが事項として入っている。だから２８番と２９番が一緒に

なっているということである。 

 
２８番の条例の検討及び見直しをするにあたって，２９番の推進委員会の設置と

いうことであるが，策定している現在の検討委員会があるので，新たな推進委員会の

設置はいらないと思う。 

 
今策定している検討委員会を継続させるということは，検討委員会の名前が変わ

って推進委員会という看板に変わるだけなので，推進委員会は必要ということでよ

ろしいか。 

 
その通りである。 

 
条文の中には推進委員会を設置しますということと，見直しをするということと，

両方を別に項目があったほうがいいと思う。 

 
２８番については，長い時間を考えたら社会情勢とかそういうことで見直しは必

要だと思う。２９番については，どれくらいの回数で，タイミングで，誰かとかそう

いったことを考えるとイメージがつかないので判断に迷う。 

 
今は策定段階なので１か月に１回であるが，条例ができればちゃんとやっている

かのチェックなので，年に１回や２回，どれくらいやるかというのは検討項目を議論

するときに決めていけると思う。 

 
これから議論ということであれば２９も入れていいと思う。 

 
まとめて両方入れるということでいいと思う。 

 
検討及び見直しは必ず必要で，推進委員会の設置というのは必要ないと思う。これ

から先の長い間を考えたら，この名前を設置するのではなく，検討及び見直しの中で

必要になったらこのメンバーで見直しをするという柔軟な対応ができればいいと思

うので，項目としては必要ないと思う。 

 
２８番の条例の検討及び見直しはあった方がいいと思う。２９番の委員会の設置
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委員長 

 
 
 
 
 
 
 
加藤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 

 
 
 
 
 
 
 
委員長 

 
 
 
 
 

については皆様の意見を伺いながら考えたが，見直す際にこの自治基本条例の策定

の内容や経緯を何も知らない人が見直すのはちょっとこわいなというのがある。皆

様にご負担はかかるかもしれないが，この会に関わって自治基本条例を策定した委

員の人たちが全員は無理でも何人かは必ずいてもらって，作った人たちの意図があ

るからこそわかる部分もあるので，当初作った時の意図と違うように使われてしま

わないように，同じ委員の人がいるということにこれには意義があると思う。 

 
今，副委員長がまとめてくれたが，そのような意見が皆様も多いのではないかと思

う。委員会という，これは諮問機関であるが，町長に意見を申し上げる場を作るとい

う意味で委員会という機関・組織を作るかどうかは，皆様の意見にもあるように２８

番の中でそういった取り組みをするものとし，条例のさらに下の規則にすることは

可能である。さまざまな意見が出たが，とりあえず２８番と２９番を枠とは関係なく

議論するということにしたい。以上で，検討項目でやるかやらないかの議論はでき

た。スリム化については何か意見はあるか。加藤委員に伺う。 

 
１９・２０・３１の高齢者に関係するものはまとめていいと思う。福祉や医療，高

齢者というところがあるので一緒にした方がわかりやすいと思う。あとは，２１番の

産業振興というところが，個人的には浮いているように感じる。産業振興もまちづく

りの中に含まれてくる話なので，なぜ産業振興だけを条文として出すのか。まちづく

りにはほかの分野がたくさんあるわけだが，ここの条文が必要なのかは疑問である。

さらに，３２の三世代（多世代）交流というのも重要だと思うが，あえてここで条文

として出す意味はどこにあるのか。要するに，住民・行政・議会含めて協働のまちづ

くりとか，そこでみんなで協力してやりましょうという基本理念も含めて代用でき，

ここにも多世代交流が含まれてくる話だと思うので，あえて条文として出す必要は

ないと思う。 

 
（参考「他市町村条文の例」） 
（スライド７） 
１９，２０が前に出ているスライドの条文である。余市町でどちらも規定している

もので，１９の方は「健康の増進及び福祉の向上」については，「町民及び町は，健

康増進及び福祉の向上を相互理解と協力の中で推進するため，地域社会における連

帯意識を深めるよう努めます。」。保健，医療及び福祉の連携の方では，「町は，保健，

医療及び福祉に関する機関，団体等との連携を図り，町民が必要な時に適切なサービ

スを受けることができるよう努めるとともに，町民に心理的及び物理的障壁を感じ

させないまちづくりを進めます。」となっている。 

 
加藤委員から提案していただいたことでいけば，１９・２０・３１を一緒に検討す

る，高齢者も入るだろうということであったが，何か異論，反論はあるか。なければ

１９・２０・３１で議論した上でさらに考えていくということにするがよろしいか。 

 
（一同了承） 
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あとは，三世代交流というのは協働で代用できるだろうということであった。 

 
基本理念や，協力したまちづくりもそういったニュアンスは含まれてくると思う

ので，あえてここで賛成代行中というのを入れなくてもいいと思う。 

 
これも協働やそういったことで代替できるのではないかということであるが，よ

ろしいか。 

 
（一同了承） 

 
あとは産業振興については，余市町というところがこの産業振興を掲げている。余

市町はニッカウヰスキーやハスカップなど，そういった産業振興が必要な地域なの

であえて産業振興を掲げているということである。衰退しているような町をもう一

度振興させようというそういう心意気のために掲げている。あえて利根町で必要が

あるかないかということだが，利根町で産業をもっと興したいということであれば

重要かもしれない。しかし，利根町は都心から４０ｋｍ圏内であり，企業はどこにで

もすぐ働きに行けるということであれば，あえて書く必要はないかもしれない。業者

などそういった人たちの意欲というものが感じられるところなので，簡単にいるか

いらないかで伺いたい。 

 
利根町が今後そうなってほしいか考えたときに，産業というところで盛り上がっ

てほしいとは思っていないので，いらないと思う。 

 
企業が少なくなってきているということであればあえてここで謳う必要はないと

思う。 

 
ここで産業振興と言うと，町の一番上の条例になってくるので，まず土地利用計画

等が準備されていないといけないと思われる。それに伴ってここまで書いてしまう

と，町としてインフラ整備をきちんとしていかないといけないということで，かなり

重荷になってくるところがある。今の現状を踏まえると，必要ないと思う。 

 
町の総合振興計画の中できちんと計画されているので，それで十分だと思う。 

 
（他，全委員必要ないと回答） 

 
全会一致で入れないということになった。今回の結論をまとめると，５番のまちづ

くりの基本理念は検討する，次に１０番のこどものまちづくりへの参加と同じ子ど

も関係の１８番の子育て及び教育の推進を一緒に議論する。１９，２０，３１番を一

緒に議論する。２２から２５番は行政の用語が多く出てくるので事務局からの案を

皆様と議論する。２６から２９番も議論するということになった。よろしいか。 

 
（一同了承） 
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３ 次回の開催日について 
次回は令和３年７月下旬から８月上旬頃の予定で，後日開催日を通知することと

なった。 

 
４ その他 

 
５ 閉会 
それでは以上で第２１回利根町自治基本条例検討委員会を終了します。お疲れ様

でございました。 
以上 

 


